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(57)【要約】
【課題】表示デバイスの輝度特性を考慮した超音波のレ
ンダリング処理を実現する。
【解決手段】輝度変換処理部５０は、レンダリング処理
部６０におけるレンダリング処理の処理対象となるデー
タに対して輝度変換処理を施す。輝度変換処理部５０は
、表示デバイス７２の輝度特性に応じた輝度変換処理を
実行する。表示デバイス７２の具体例はモニタであり、
モニタの輝度特性は例えば輝度特性記憶部５２から得る
ことができる。また、輝度変換処理部５０は、モニタの
輝度特性に加えて、ユーザにより調整された輝度特性に
応じた輝度変換処理を実行することが望ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波のボリュームデータに基づいて形成される超音波画像を表示デバイスに表示する
超音波診断装置であって、
　前記ボリュームデータに基づいて複数の視線の各視線ごとにレンダリング処理を実行す
るレンダリング処理手段と、
　前記レンダリング処理の処理対象となるデータに対して前記表示デバイスの輝度特性に
応じた輝度変換処理を施す変換処理手段と、
　前記輝度変換処理と前記レンダリング処理により複数の視線の各視線ごとに得られる画
素値に基づいて前記超音波画像を形成する画像形成手段と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記変換処理手段は、前記表示デバイスの輝度特性とユーザにより調整された輝度特性
に応じた輝度変換処理を実行する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記変換処理手段は、前記レンダリング処理における複数の視線の設定と平滑化処理に
先行して前記輝度変換処理を実行する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記変換処理手段は、複数モニタの各モニタごとに輝度特性を定めた輝度特性データか
ら、前記表示デバイスとして利用される各モニタに対応した輝度特性を得ることにより、
当該輝度特性に応じた輝度変換処理を実行する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を送受することにより得られたデータに基づいて超音波画像
を形成する。超音波画像としては、例えばＢモード画像やカラードプラ画像などの二次元
画像が良く知られている。また、生体内の組織や胎児などを立体的に映し出す超音波画像
（三次元超音波画像）を形成する装置も知られている。例えば、超音波を送受することに
より立体的に得られるボリュームデータに基づいて、複数の視線の各視線（レイ）ごとに
レンダリング処理を実行することにより、診断対象を立体的に映し出す三次元の超音波画
像を形成する技術が知られている。
【０００３】
　超音波診断装置により形成された超音波画像は、その超音波診断装置が備えるモニタ等
の表示デバイスに表示されるのが一般的であるが、その超音波診断装置の外部にある出力
装置に表示されることもある。例えば、特許文献１には、超音波診断装置などにより形成
された医用画像に対して、モニタ等の外部出力装置ごとに且つ画像の種類ごとに濃度変換
を行うことにより、安定した画質での出力を可能とする技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０１２－１６１３６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、一般に、医師や検査技師などのユーザが超音波診断装置のレンダリング処理
により得られる三次元の超音波画像を利用して胎児などの診断対象を診断する場合、ユー
ザがモニタ等の表示デバイスに表示される診断対象のＢモード画像を見て画像内にノイズ
等が少ないことを確認してから、その診断対象に関する三次元の超音波画像が形成されて
表示デバイスに表示される。
【０００６】
　ユーザが目で確認するＢモード画像は表示デバイスの輝度特性の影響を受けて表示され
る。これに対し、そのＢモード画像のベースとなるデータは表示デバイスの輝度特性の影
響を受ける前のデータである。したがって、例えば表示デバイスの輝度特性を無視してレ
ンダリング処理を行うとすれば、ユーザが目で確認できた画像状態とは異なる画像状態に
対応したデータ、つまり表示デバイスの輝度特性の影響が差し引かれたデータをレンダリ
ング処理することになる。
【０００７】
　例えば、ユーザが目で確認したＢモード画像内において、表示デバイスの輝度特性の影
響によりノイズ等が低減されて見えていると、そのＢモード画像のベースとなるデータ内
にはノイズ等の原因となるデータ成分が残っている状態が考えられる。この状態で、例え
ば、表示デバイスの輝度特性を無視して、ノイズ等の原因となるデータ成分が残ったまま
のデータを対象としてレンダリング処理を行ってしまうと、ノイズ等のデータ成分が画像
化されてしまい、ユーザが目で確認できた画像以上にノイズの多い超音波画像が形成され
てしまう可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上述した事情に鑑みて成されたものであり、その目的は、表示デバイスの輝
度特性を考慮した超音波のレンダリング処理を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の態様として好適な超音波診断装置は、超音波のボリュームデータに基づいて形
成される超音波画像を表示デバイスに表示する超音波診断装置であって、前記ボリューム
データに基づいて複数の視線の各視線ごとにレンダリング処理を実行するレンダリング処
理手段と、前記レンダリング処理の処理対象となるデータに対して前記表示デバイスの輝
度特性に応じた輝度変換処理を施す変換処理手段と、前記輝度変換処理と前記レンダリン
グ処理により複数の視線の各視線ごとに得られる画素値に基づいて前記超音波画像を形成
する画像形成手段と、を有することを特徴とする。これにより、表示デバイスの輝度特性
を考慮した超音波のレンダリング処理が実現される。例えば、レンダリング処理の処理対
象となるデータに対して表示デバイスの輝度特性に応じた輝度変換処理を施す装置が提供
される。
【００１０】
　例えば、前記変換処理手段は、前記表示デバイスの輝度特性とユーザにより調整された
輝度特性に応じた輝度変換処理を実行することが望ましい。これにより、表示デバイスの
輝度特性に加えてユーザにより調整された輝度特性を考慮した超音波のレンダリング処理
が実現される。例えば、ノイズ等が少なく診断対象が明瞭に映し出されるようにユーザが
輝度特性を調整していれば、その調整結果に応じた輝度変換処理が実行されるため、レン
ダリング処理の結果として、ユーザが望む画像状態の超音波画像を得ることができる。
【００１１】
　また、例えば、前記変換処理手段は、前記レンダリング処理における複数の視線の設定
と平滑化処理に先行して前記輝度変換処理を実行することが望ましい。これにより、複数
の視線の設定や平滑化処理などの前処理に先だって輝度変換処理を実行することが可能に
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なる。
【００１２】
　また、例えば、前記変換処理手段は、複数モニタの各モニタごとに輝度特性を定めた輝
度特性データから、前記表示デバイスとして利用される各モニタに対応した輝度特性を得
ることにより、当該輝度特性に応じた輝度変換処理を実行することが望ましい。これによ
り、例えば、表示デバイスとして複数モニタ（ディスプレイ）が利用される可能性がある
場合においても、各モニタに対応した輝度特性に応じた輝度変換処理を実行することが可
能になる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、表示デバイスの輝度特性を考慮した超音波のレンダリング処理が実現さ
れる。例えば、本発明の好適な態様によれば、レンダリング処理の処理対象となるデータ
に対して表示デバイスの輝度特性に応じた輝度変換処理を施す装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。
【図２】レンダリング処理の具体例を示す図である。
【図３】モニタ輝度特性の具体例を示す図である。
【図４】モニタ輝度特性とユーザ調整の具体例を示す図である。
【図５】輝度特性データの具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。プローブ１
０は、三次元画像用の超音波探触子であり、例えば胎児などの診断対象を含む三次元空間
内において超音波を送受する。例えば、二次元的に配列された複数の振動素子を備える二
次元アレイプローブ（マトリクスアレイプローブ）や、一次元的に配列された複数の振動
素子を機械的に動かすメカニカルプローブなどがプローブ１０の好適な具体例である。
【００１６】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマおよび受信ビームフォーマとしての機能を備えて
いる。つまり、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対して送
信信号を出力することにより送信ビームを形成し、さらに、複数の振動素子から得られる
複数の受波信号に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成する。
【００１７】
　送受信部１２は、例えば、診断対象を含む平面内において、超音波ビーム（送信ビーム
と受信ビーム）を走査する。これにより、診断対象を含む平面内から超音波の受信データ
が収集される。また、送受信部１２は、例えば、診断対象を含む三次元空間内において、
超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）を立体的に走査する。これにより、診断対象を
含む三次元空間内から超音波の受信データが収集される。
【００１８】
　フレーム構成部２０は、例えば診断対象を含む平面内から得られた受信データに基づい
てフレームデータを形成する。フレーム構成部２０は、走査座標系（例えばｒθ座標系）
で得られた受信データに対して、座標変換処理や補間処理などを施し、表示座標系（例え
ば二次元直交座標系）に対応したフレームデータを形成する。
【００１９】
　断層画像形成部３０は、フレーム構成部２０から得られるフレームデータに基づいて断
層画像（Ｂモード画像）を形成する。なお、断層画像形成部３０は、ボリューム構成部４
０において形成されるボリュームデータ内の任意断面に対応した断層画像（Ｂモード画像
）を形成してもよい。
【００２０】
　ボリューム構成部４０は、三次元空間内から得られた受信データに対してリコンストラ
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クション処理を施すことにより、三次元空間に対応したボリュームデータを形成する。ボ
リューム構成部４０は、走査座標系（例えばｒθφ座標系）で得られた受信データに対し
て、座標変換処理や補間処理などのリコンストラクション処理を施し、直交座標系（例え
ばｘｙｚ座標系）に対応したボリュームデータを形成する。ボリュームデータは、例えば
直交座標系のデータ空間内において三次元的に配列された複数のボクセルデータで構成さ
れる。
【００２１】
　輝度変換処理部５０は、レンダリング処理部６０におけるレンダリング処理の処理対象
となるデータに対して輝度変換処理を施す。輝度変換処理部５０は、表示デバイス７２の
輝度特性に応じた輝度変換処理を実行する。表示デバイス７２の具体例はモニタであり、
モニタの輝度特性は例えば輝度特性記憶部５２から得ることができる。また、輝度変換処
理部５０は、モニタの輝度特性に加えて、ユーザにより調整された輝度特性に応じた輝度
変換処理を実行することが望ましい。輝度変換処理部５０による処理と輝度特性記憶部５
２に記憶されるデータについては後に詳述する。なお、輝度変換処理部５０はボリューム
構成部４０の前に配置されてもよい。つまり、送受信部１２による送受信処理により三次
元空間内から得られた受信データに対して輝度変換処理部５０が輝度変換処理を施し、輝
度変換処理後の受信データに対してボリューム構成部４０がリコンストラクション処理を
施してボリュームデータを形成してもよい。
【００２２】
　レンダリング処理部６０は、ボリュームデータを構成する複数のボクセルデータに基づ
いてレンダリング処理（ボクセル演算）を実行する。
【００２３】
　図２は、レンダリング処理の具体例を示す図である。レンダリング処理（レンダリング
演算）においては、三次元空間に対応したボリュームデータ６２の外側に演算上の仮想的
な視点が設定され、その視点側からボリュームデータ６２に対して複数の視線（レイ）６
４が設定される。さらに、画像面として機能する演算上のスクリーン６６が設定される。
なお、図２において、スクリーン６６は、ボリュームデータ６２を間に挟んで、視点の反
対側に図示されているが、ボリュームデータ６２よりも視点側に配置されてもよい。
【００２４】
　レンダリング処理では、ボリュームデータ６２に対して設定された複数の視線（レイ）
６４の各視線６４ごとに、その視線６４に対応した複数のボクセルデータが処理対象とな
る。例えば、ボリュームデータ６２を構成する複数のボクセルデータから、補間処理など
により、各視線６４に対応した（各視線上に並ぶ）複数のボクセルデータが得られる。そ
して、各視線６４上においてレンダリング処理が実行される。
【００２５】
　図１に戻り、レンダリング処理部６０は、レンダリング処理により、複数の視線から各
視線ごとに得られる輝度情報を各画素の画素値とすることにより、スクリーン（画像面）
内の複数画素の画素値を得る。これにより、スクリーンを投影面とする輝度情報の投影画
像データが形成される。
【００２６】
　表示処理部７０は、断層画像形成部３０から得られる断層画像（Ｂモード画像）のデー
タに基づいて、例えば胎児などの診断対象の断層画像の表示画像を形成する。また、表示
処理部７０は、レンダリング処理部６０から得られる投影画像データに基づいて、例えば
胎児などの診断対象を立体的に映し出した三次元の超音波画像（レンダリング画像）の表
示画像を形成する。形成された表示画像はモニタなどの表示デバイス７２に表示される。
なお、表示処理部７０は、表示画像に対して、表示デバイス７２の特性に応じた公知のガ
ンマ補正などの処理を施すことが望ましい。
【００２７】
　制御部１００は、図１の超音波診断装置内を全体的に制御する。制御部１００による全
体的な制御には、操作デバイス９０を介して医師や検査技師などのユーザから受け付けた
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指示も反映される。
【００２８】
　図１に示す構成のうち、送受信部１２，フレーム構成部２０，断層画像形成部３０，ボ
リューム構成部４０，輝度変換処理部５０，レンダリング処理部６０，表示処理部７０の
各部は、例えば、電気電子回路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現することが
でき、その実現において必要に応じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また上記
各部に対応した機能の少なくとも一部がコンピュータにより実現されてもよい。つまり、
上記各部に対応した機能の少なくとも一部が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウ
ェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働によ
り実現されてもよい。
【００２９】
　輝度特性記憶部５２は、例えば半導体メモリやハードディスクドライブなどの記憶デバ
イスにより実現することができる。表示デバイス７２の好適な具体例は液晶ディスプレイ
や有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイ等のモニタである。操作デバイス
９０は、例えばマウス、キーボード、トラックボール、タッチパネル、その他のスイッチ
類等のうちの少なくとも一つにより実現できる。そして、制御部１００は、例えば、ＣＰ
Ｕやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフ
トウェア（プログラム）との協働により実現することができる。
【００３０】
　図１の超音波診断装置の全体構成は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置
により実現される機能と処理の具体例について詳述する。なお、図１に示した構成（部分
）については以下の説明において図１の符号を利用する。
【００３１】
　図１の超音波診断装置において、輝度変換処理部５０は、レンダリング処理の処理対象
となるデータに対して輝度変換処理を施す。輝度変換処理部５０は、表示デバイス７２で
あるモニタの輝度特性に応じた輝度変換処理を実行する。
【００３２】
　図３は、モニタ輝度特性の具体例を示す図である。図３において、横軸はモニタの入力
値であり縦軸はモニタの出力値である。例えば、表示処理部７０から得られる表示画像を
構成する各画素の輝度値がモニタの入力値となり、モニタに表示される各画素の輝度値が
モニタの出力値となる。
【００３３】
　モニタ（表示デバイス７２）に表示される表示画像は、モニタ輝度特性の影響を受けて
表示される。例えば胎児などの診断対象の断層画像（Ｂモード画像）の表示画像もモニタ
輝度特性の影響を受けてモニタに表示される。
【００３４】
　図１の超音波診断装置を利用する医師や検査技師などのユーザがレンダリング処理によ
り得られる三次元の超音波画像（レンダリング画像）を利用して胎児などの診断対象を診
断する場合、まずユーザがモニタ（表示デバイス７２）に表示される診断対象のＢモード
画像を見て画像内にノイズ等が少ないことを確認してから、その診断対象に関する三次元
の超音波画像が形成されてモニタに表示される。
【００３５】
　ユーザが目で確認するＢモード画像はモニタの輝度特性、例えば図３のモニタ輝度特性
の影響を受けている。これに対し、そのＢモード画像のベースとなるフレームデータや三
次元の超音波画像のベースとなるボリュームデータは、モニタの輝度特性の影響を受ける
前のデータである。したがって、例えばモニタ（表示デバイス７２）の輝度特性を無視し
てレンダリング処理部６０においてレンダリング処理を行ってしまうと、ユーザが目で確
認できた画像状態とは異なる画像状態に対応したデータ、つまりモニタの輝度特性の影響
が差し引かれたデータをレンダリング処理することになる。
【００３６】
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　例えば、ユーザが目で確認したＢモード画像内において、モニタの輝度特性の影響によ
りノイズ等が低減されて見えていると、そのＢモード画像のベースとなるフレームデータ
や三次元の超音波画像のベースとなるボリュームデータ内には、ノイズ等の原因となるデ
ータ成分が残っている状態が考えられる。この状態で、例えば、モニタの輝度特性を無視
し、ノイズ等の原因となるデータ成分が残ったままのボリュームデータを対象としてレン
ダリング処理を行ってしまうと、ノイズ等のデータ成分が画像化されてしまい、ユーザが
目で確認できた画像以上にノイズの多い超音波画像が形成されてしまう可能性がある。
【００３７】
　そこで、輝度変換処理部５０は、レンダリング処理の処理対象となるデータに対して、
モニタ（表示デバイス７２）の輝度特性に応じた輝度変換処理を実行する。例えば、モニ
タの輝度特性が図３に示す具体例のモニタ輝度特性であれば、輝度変換処理部５０は、ボ
リューム構成部４０から得られるボリュームデータを構成する各ボクセルのボクセルデー
タ（ボクセルの輝度値）に対して、図３のモニタ輝度特性に対応した輝度変換処理、例え
ばモニタ輝度特性と同じガンマ圧縮処理を施す。これにより、ボリュームデータを構成す
る各ボクセルのボクセルデータに対して、モニタ（表示デバイス７２）の輝度特性と実質
的に同じ特性が加えられる。
【００３８】
　そして、輝度変換処理部５０において輝度変換処理を施された複数のボクセルデータに
基づいて、レンダリング処理部６０がレンダリング処理（ボクセル演算）を実行し、例え
ば胎児などの診断対象を立体的に映し出した三次元の超音波画像（レンダリング画像）が
形成され、表示画像としてモニタ（表示デバイス７２）に表示される。
【００３９】
　これにより、ユーザが目で確認できた画像状態と実質的に同じ画像状態に対応したデー
タに基づいて、三次元の超音波画像を形成することができる。例えば、ユーザが目で確認
したＢモード画像内において、モニタの輝度特性の影響によりノイズ等が低減されて見え
ていた場合に、三次元の超音波画像のベースとなるボリュームデータに対してモニタの輝
度特性と実質的に同じ特性が加えられてノイズ等が低減されるため、ノイズ等が低減され
たボリュームデータに基づいて三次元の超音波画像を形成することができる。
【００４０】
　なお、図２を利用して説明したように、レンダリング処理（レンダリング演算）におい
ては、三次元空間に対応したボリュームデータ６２の外側に演算上の仮想的な視点が設定
され、その視点側からボリュームデータ６２に対して複数の視線（レイ）６４が設定され
る。輝度変換処理部５０による輝度変換処理は、複数の視線（レイ）６４が設定される前
に実行されることが望ましい。また、ボリュームデータ６２を構成するボクセルデータ又
は各視線６４上のボクセルデータに対して平滑化処理が施される場合には、その平滑化処
理の前に輝度変換処理部５０による輝度変換処理を実行することが望ましい。
【００４１】
　また、図１の超音波診断装置を利用する医師や検査技師などのユーザがモニタ（表示デ
バイス７２）に表示される診断対象の表示画像を確認する際には、例えば操作デバイス９
０を操作して、モニタに表示される表示画像の輝度を調整する場合がある。ユーザは、例
えば、胎児などの診断対象が明瞭に映し出され、ノイズ等が少ない（ノイズ等が目立たな
い）Ｂモード画像が表示されるように表示画像の輝度を調整する。
【００４２】
　そこで、輝度変換処理部５０は、モニタ（表示デバイス７２）の輝度特性に加えて、ユ
ーザにより調整された輝度特性に応じた輝度変換処理を実行することが望ましい。
【００４３】
　図４は、モニタ輝度特性とユーザ調整の具体例を示す図である。図４において横軸は入
力値であり縦軸は出力値である。例えば、表示処理部７０から得られる表示画像を構成す
る各画素の輝度値が入力値となり、モニタ（表示デバイス７２）に表示される各画素の輝
度値が出力値となる。
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　図４において破線で示す輝度特性はモニタ（表示デバイス７２）の輝度特性（図３のモ
ニタ輝度特性）であり、モニタの輝度特性とユーザにより調整された輝度特性とを合成し
たものが実線で示す輝度特性である。ユーザが輝度特性を調整した場合、モニタ（表示デ
バイス７２）に表示される表示画像は、モニタ輝度特性とユーザ調整の両方の影響を受け
て表示される。例えば胎児などの診断対象の断層画像（Ｂモード画像）の表示画像が図４
の実線で示す輝度特性の影響を受けてモニタに表示される。
【００４５】
　そこで、輝度変換処理部５０は、レンダリング処理の処理対象となるデータに対して、
例えば図４の実線で示す輝度特性に対応した輝度変換処理、例えば図４の実線と同じ輝度
特性のガンマ圧縮処理を施す。これにより、例えばユーザが輝度調整を行った場合でも、
ユーザが目で確認できた画像状態と実質的に同じ画像状態に対応したデータに基づいて、
三次元の超音波画像を形成することができる。
【００４６】
　ところで、モニタの輝度特性は全てのモニタにおいて同一ではなく、例えばモニタの種
類などに応じて輝度特性も異なる。そこで、例えば複数種類のモニタに対応するために、
複数モニタの各モニタごとに輝度特性を定めた輝度特性データが利用される。輝度特性デ
ータは、例えば輝度特性記憶部５２に記憶される。
【００４７】
　図５は、輝度特性データの具体例を示す図である。図５に示す具体例において、例えば
モニタ（１）は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であり、モニタ（１）の輝度特性に対応した
データが輝度特性データ（１）である。また、例えばモニタ（４）は有機ＥＬディスプレ
イ（ＯＬＥＤ）であり、モニタ（４）の輝度特性に対応したデータが輝度特性データ（４
）である。
【００４８】
　例えば、図１の表示デバイス７２として選択される可能性がある複数種類のモニタにつ
いての輝度特性データが輝度特性記憶部５２に記憶される。輝度変換処理部５０は、輝度
特性記憶部５２に記憶された複数モニタの輝度特性データの中から、表示デバイス７２と
して利用されるモニタに対応した輝度特性データを得ることにより、そのモニタの輝度特
性に応じた輝度変換処理を実行する。
【００４９】
　例えば、図１の超音波診断装置の製造時（設計時）に、複数種類のモニタの中から表示
デバイス７２として利用されるモニタが決定されるのであれば、製造時（設計時）にその
モニタに対応した輝度特性データが選択され、その輝度特性データが輝度変換処理部５０
による輝度変換処理に利用される。また、例えば表示デバイス７２として利用されるモニ
タを必要に応じて変更できる構成とし、例えばユーザまたはサービスマンなどが、複数モ
ニタの輝度特性データの中から、変更されたモニタに対応した輝度特性データを選択でき
るようにしてもよい。
【００５０】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　フレーム構成部、３０　断層画像形成部、４
０　ボリューム構成部、５０　輝度変換処理部、５２　輝度特性記憶部、６０　レンダリ
ング処理部、７０　表示処理部、７２　表示デバイス、９０　操作デバイス、１００　制
御部。
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